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平
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二
年
三
月

二
五
七

『立
正
安
国
論
』

の
自
界
叛
逆
難

に
つ
い
て

佐

藤

祐

規

日
蓮

は

『立
正
安
国
論
』
の
進
献
に
よ
っ
て
北
条
氏
嫡
流
に
自
界
叛

逆
難
と
他
国
侵
逼
難

の
必
然
を
諫
告
し
た
。
同
書
は
、
天
台
法
華
宗
の

用
い
た
護
国
経
典
を
背
景
に
、
災
難
対
治
の
直
道
を
明
か
に
し
た

「私

の
勘
文
」
で
あ
る
。
日
蓮

の
説
く
自
界
叛
逆
難

の
諌
告
は
、
経
文
の
裏

付
け
に
加
え
、
和
田

・
三
浦
氏

の
乱
や
宮
騒
動
の
先
例
が
介
在
す
る
と

思
わ
れ
、
、
嫡
流
家

の
得
宗
専
制
政
治
の
伸
張
に
随
伴
す
る
反
得
宗
勢

力
の
謙
滅
は
、
『立
正
安
国
論
』
進
献
以
後
、
文
永
九
年

の
二
月
騒
動

や
弘
安
八
年
の
霜
月
騒
動
に
結
実
し
た
。
高
木
豊
氏
は
、
得
宗
専
制
政

治
確
立

の
起
因
と
な
っ
た
外
様
御
家
人
と
得
宗
御
内

の
激
突
を
、
自
界

叛
逆
難

の
現
証
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る

(同

『日
蓮
と
そ
の
門
弟
』
第

四
章
)
。
本
稿
で
は
、
か
か
る
内
乱
と
日
蓮
遺
文

の
記
述
を
確
認
し
、
日

蓮
の
自
界
叛
逆
難
の
諌
告
の
静
態
と
動
態
を
点
描
し
た
い
。

一
、
和
田

・
三
浦
氏

の
乱
と
寛
元
四
年
宮

騒
動

日
蓮

は
文
永
九
年
の
二
月
騒
動
を
自
界
叛
逆
難
の
現
証
と
し
て
門
弟

に
教
導
し
、
そ
れ
以
前
に
起
き
た
①
和
田
氏

の
乱
②
宮
騒
動
③
三
浦
氏

の
乱
を
北
条
氏
嫡
流
の
政
権
掌
握
に
関
わ
る
先
例
と
認
識
し
て
い
た
。
①

健
保
元
年

(
一
二
一
三
)
五
月
に
起
き
た
内
乱

で
、
御
家
人
を
統
括
す

る
侍
所
別
当
和
田
義
盛

一
族
を
将
軍
家
補
佐
役
の
執
権
北
条
義
時
が
謙

滅
し
、
侍
所
別
当
も
兼
ね
る
執
権

の
独
裁
体
制
を
か
た
め
た
。
日
蓮
は

義
盛

の
謀
反
を
逆
説
的
に
賞
讃
し
、
北
条
氏
嫡
流
に
よ
る
政
権
掌
握
を

認
め
て
い
る

(定
遺
九
七
二
)
。
②
寛
元
四
年

(
一
二
四
六
)
六
月
に
起

き
た
北
条
氏
の
御
内
騒
動
で
、
北
条
時
頼

の
執
権
就
任
直
後
、
鎌
倉
幕

府
前
将
軍
藤
原
頼
経
に
仕
え
た
名
越
光
時
の
謀
反
が
発
覚
し
、
光
時
は

伊
豆
に
流
さ
れ
、
頼
経
が
京
都
に
送
還
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
日
蓮
は

『頼
基
陳
状
』
(定
遺

一
三
五
八
)
に
親
子
二
代

に
渡

っ
て
君
主

(名
越
光

時
、
江
馬
四
郎
親
時
)
に
忠
誠
を
誓
う
四
条
氏

に
対
し
、
光
時

の
伊
豆
退

穏
に
随
従
し
た
父
の
中
務
某

の
功
綾
を
讃
え
、
子

の
頼
基

の
名
越
氏
近

侍
を
首
肯
し
て
い
る

(定
遺

一
四
九
三
)
。
③
宝

治
元
年

(
一
二
四
七
)
六

月
に
執
権
時
頼
が
外
戚
安
達
泰
盛

の
協
力
を
得

て
御
家
人
三
浦
秦
村

一

族
を
滅
ぼ
し
、
前
将
軍
藤
原
頼
経

の
側
近
で
あ
る
御
家
人
千
葉
秀
胤

一

族
を
自
害
さ
せ
た
事
件
。
日
蓮
は

「宝
治

の
合
戦
す
で
に
二
十
六
年
、
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『
立
正
安
国
論
』

の
自

界
叛
逆
難

に

つ
い
て

(佐

藤
)

二
五
八

今
年

二
月
十

一
日
十
七
日
又
合
戦
あ
り
」

(定
遺
六

一
二
～
三
)
と
記

し
、
③

と
二
月
騒
動
を
連
続
的
に
捉
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
以

下
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
日
蓮
が
す
で
に
執
権
を
辞
し
、
出
家
し
た

人
物
に

『安
国
論
』
を
進
献
し
た
の
は
、
時
頼
が
政
界
の
中
心
人
物

で

あ
る
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
北
条
義
時
、
泰
時
、
時
頼
、

時
宗
を
国
主
と
認
め
る
日
蓮
は
、
嫡
流
家

の
政
権
掌
握
に
と
も
な
う
同

族

・
御
家
人
に
よ
る
謀
反

の
勃
発
を
、
政
権
擁
立
に
随
伴
す
る
必
然
的

課
題
と
認
め
て
い
た
。
日
蓮
は
か
か
る
意
味
に
お
い
て
三
浦
氏

の
乱
と

二
月
騒
動
を
連
続
的
に
捉
え
、
『安
国
論
』
の
諌
告

の
正
統
性
を
門
弟

に
教
導
し
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

二
、

二
月
騒
動

と
自
界
叛
逆
難

日
蓮

の
佐
渡
在
島
中

に
起
き
た
二
月
騒
動
は
、
文
永
九
年

(
一
二
七

二
)
二
月
十

一
日
に
鎌
倉

で
名
越
時
章

・
教
時
が
討
た
れ
、
同
十
五
日

に
京
都

で
時
宗
の
庶
兄
北
条
時
輔
が
諌
殺
さ
れ
た
事
件
で
、
蒙
古
問
題

の
処
理
と
得
宗
権
力
の

一
元
化
の
た
め
に
嫡
流
家
が
反
得
宗
勢
力
を

一

掃
し
た
粛
正
で
あ
る
。
日
蓮
は
宮
騒
動
と
連
続
性
を
も
つ
二
月
騒
動

に

つ
い
て

「権
の
大
夫
殿

(北
条
義
時
)
御
子
孫
ど
し
う
ち
」

(定
遺

一
一

三
四
)

と
記
し
、
自
身
が
二
月
騒
動
の
直
後
に
情
報
を
得

て

(定
遺
九

七
六
)
、
自
界
叛
逆
難

の
現
証
と
し
て
門
弟
に
教
導
し
(定
遺

一
一
三
一
)、

佐
渡
流
罪
赦
免
の
要
因
と
感
得

(定
遺

一
五
六
二
)
、
『光
日
房
御
書
』
に

「二
月
十

一
日
に
日
本
国

の
か
た
め
る
べ
き
大
将
ど
も
よ
し
な
く
打
こ

う
さ
れ
ぬ
」
(定
遺

一
一
五
四
)、
『頼
基
陳
状
』

に

「名
越
の
公
達
横
死

に
あ
は
せ
給
.
ぬ
」
(定
遺

一
三
六
〇
)
と
名
越
氏

が
理
由
も
無
く
殺
害
さ

れ
た
事
件
と
受
け
と
め
、
名
越
氏
被
官
四
条
頼
基
の
身
辺
に
細
心
の
注

意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
川
添
昭

二
氏
は
二
月
騒
動
で
名

越
時
章
、
教
時
を
討
ち
取
っ
た
得
宗
御
内
を
斬
首
に
持
ち
込
ん
だ
人
物

を
御
家
人
安
達
泰
盛
と
推
定
し

(同

「二
月
騒
動
と
日
蓮
―
自
界
叛
逆
難

i
」)
、
網
野
善
彦
氏
は
時
宗
没
後
に
早
急
に
将
軍
家
権
威
の
確
立
、
御

家
人
保
護
の
諸
政
策
を
打
ち
出
し
た
人
物
を
泰
盛
と
確
定
し
て
い
る

(同

「『関
東
公
方
御
教
所
』
に
つ
い
て
」)
。
の
ち
の
霜
月
騒
動
は
、
こ
れ

ら

の
諸
契
機
か
ら
勃
発
し
た
事
件
と
推
察
さ
れ
、
二
月
騒
動
も
ま
た
霜

月
騒
動
と
の
連
続
面
が
考
え
ら
れ
る
。

三
、
霜
月
騒

動
と
そ

の
周
辺

熱
原
法
難
の
折
に
日
蓮
が
門
弟

に
警
告
し
た

「平

(頼
綱
)
等
も
城

(泰
盛
)
等
も
」
(定
遺

一
六
七
四
)

の

一
節
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う

に
、
両
者

の
覇
権
争

い
は
や
が
て
北
条
時
宗

の
死
の
翌
年
に
起
き
た
弘

安
八
年

(
一
二
八
五
)
霜
月
騒
動
に
爆
発
し
、
得
宗
御
内
平
頼
綱

の
護

訴
に
よ
る
執
権
貞
時
の
安
達

一
族
謙
滅
は
、
時
頼

・
時
宗
政
権
を
支
え

た
最
後
の
有
力
御
家
人
を

一
掃
、
泰
盛
に
仕

え
た
武
蔵

・
上
野

の
御
家

人

の
多
数
が
討
ち
死
に
自
害
し
た
。
日
蓮

は
檀
越
の
大
学
三
郎
を
交

い

し
て
泰
盛
と
接
点
を
も
ち
、
竜
口
法
難
の
日
蓮
の
斬
首
停
止
に
泰
盛
が

関
わ
り
、
の
ち
に
何
ら
か
の
祈
り
を
依
頼
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

『大
学
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『
立
正
安
国
論
』

の
自
界
叛
逆
難

に

つ
い
て

(佐

藤

)

二
五
九

三
郎
御
書
』
(定
遺

一
六

一
九
)
に
み
え
る
。
得
宗
と
そ
の
御
内

の
権
力

が
伸
張
す
る
な
か
、
日
蓮
の
教
説
を
受
容
す
る
御
家
人
が
文
永
・建
治
・

弘
安
年
間
に
増
加
し
、
駿
河
出
身

の
高
橋
兵
衛
入
道
、
南
条
兵
衛
七
郎
・

時
光
、
石
河
道
念
は
鎌
倉
番
役
な
ど
鎌
倉
に
在
住
し
た
折
に
日
蓮
に
師

事
し
、
駿
河

(由
井
氏
某
、
西
山
河
合
四
郎
光
家
)
・
甲
斐

(波
木
井
南
部

実
長
)
・
伊
豆

(新
田
四
郎
信
綱
)
地
方
の
御
家
人
は
、
日
興
の
同
地
方

教
線
拡
張

の
折
に
自
身
や
檀
越

の
血
縁
関
係
を
通
じ
て
改
宗
し
て
い
る

(堀
日
亨

『富
士
日
興
上
人
詳
伝
』
第
十
二
章
)。
こ
う
し
た
事
態
は
、
蒙
古

襲
来
の
緊
張
と
と
も
に
激
化
す
る
外
様
御
家
人
と
得
宗
御
内
の
軋
礫
が

御
家
人
層
を
日
蓮

の
教
説
に
浸
透
さ
せ
る

一
因
と
な
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
日
蓮
は
、
文
永
十

一
年
に
駿
河
地
方

に
住
む
御
家
人
高
橋
氏

と
の
再
会

を
希
望
し
な
が
ら

「す
る
が
の
国
は
守
殿
の
御
領
、
こ
と
に

ふ
じ

(富
士
)
な
ん
ど
は
後
家
尼
ご
ぜ
ん
の
内

の
人
々
多
し
」

(定
遺

一
〇
八
九
)
と
述

べ
、
得
宗
領
内
で
の
幕
府
権
力
と
の
衝
突
を
避
け
る

た
め
、
時
頼
の
妻
の
後
家
尼
の
近
親
者
が
住
む

「富
士
賀
島
の
辺
」
に

近
づ
く

こ
と
を
門
弟

に
禁
じ
て
い
る
。
ま
た
弘
安
元
年
五
月
三
日
の

『窪
尼
御
前
御
返
事
』
は
高
稿
氏

の
妻
持
妙
尼
に

守
殿
の
御
を
ん
に
す
ぐ
る
人
人
が
、
守
殿
の
御
威
を
か
り
て
、

一
切
の
人
人

を
お
ど
し
な
や
ま
し
わ
づ
ら
は
し
候
う
へ
、
上
の
仰
セと
て
法
華
経
を
失
.
て
、

国
も
や
ぶ
れ
、
主
を
も
失
.
て
、
返
.
て
各
々
が
身
を
ほ
ろ
ぼ
さ
ん
あ
さ
ま
し

さ
よ
。
(定
遺

一
五
〇
三
)

と
説
示
し
、
執
権
時
宗
の
側
近
で
あ
る
得
宗
御
内
を
日
本
国
と
嫡
流
家

を
滅
ぼ
す
悪
知
識
と
難
じ
て
い
る
。
同
書
は
得
宗
御
内
を

「師
子
の
中

の
む
し
」
に
讐
え
て
い
る
が
、
つ
ぶ
さ
に
は
平
頼
綱
を
指
し
、
師
子
は

国
主
時
宗
を
意
味
す
る
。
頼
綱
は
熱
原
法
難
の
折
、
私
邸
で
日
蓮
の
駿

河

の
門
弟
で
あ
る
神
四
郎
、
弥
五
郎
、
弥
次
郎

の
三
名
を
斬
首
し
、
残

り
の
十
七
名
を
禁
獄
に
処
し
、
の
ち
に
安
達
泰
盛
と
対
峙
し
て
霜
月
騒

動
に
勝
利
を
治
め
た
が
、
同
騒
動
以
後
、
専
制
的
恐
怖
政
治
を
布
い
た

頼
綱
は
永
仁
元
年

(
一
二
九
三
)
四
月
に
謀
反

の
疑

い
か
ら
執
権
貞
時

に
討
た
れ
、

一
族
九
十
余
名
と
と
も
に
自
害
し
、
日
興
は
頼
綱
誹
滅
を

「法
華
ノ
現
罰
ヲ
蒙

レ
リ
」

(『宗
全
』
二
巻

一
一
六
)
と
結
ん
で
い
る
。

上
述

の
通
り
、
日
蓮
が
自
界
叛
逆
難
と
み
た
先
例
は
互
い
に
連
続
面

を
も
ち
、
和
田

・
三
浦
氏
の
乱
に
よ
っ
て
北
条
義
時
、
時
頼
は
嫡
流
家

に
拮
抗
す
る
有
力
後
家
人

の
秣
滅
を
達
成
し
、
宮
騒
動
と
二
月
騒
動
に

よ
っ
て
時
頼

・
時
宗
は
北
条

一
族

の
反
得
宗
勢
力
を

一
掃
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
時
頼
は
御
家
人
と
同
族
の
謀
反
を
鎮
圧
し
、
日
蓮
は

『安
国

論
』
の
進
献
に
よ
り
自
界
叛
逆
難
の
必
然
を
時
頼

に
諌
告
し
て
い
た
。

得
宗
専
制
政
治
を
め
ぐ
る
得
宗
御
内
と
外
様
後
家
人
の
拮
抗
は
、
文
永

九
年
の
二
月
騒
動
を
経
た
時
宗
没
後
の
翌
年
に
顕
在
化
し
、
霜
月
騒
動

と
平
頼
綱

の
乱
に
よ
つ
て
そ
の
終
焉
を
迎
え
、
日
蓮

の
自
界
叛
逆
難

の

諫
告
は
、
嫡
流
家
の
眼
前
に
成
就
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉
二
月
騒
動
、
霜
月
騒
動
、
自
界
叛
逆
難(立

正
大
学
大
学
院
)
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